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ベトナム国家銀行（ＳＢＶ）は、2024 年 10 月 8 日、ベトナムで外国間接投資活動を行うためのベトナムドン口

座開設・使用を規定する通達案（本通達案）を公表し、同日からパブリックコメントを募集している。本通達案

が施行されると、2014 年 3 月 12 日付ＳＢＶ通達第 05／2014／ＴＴ－ＮＨＮＮ号（05 号通達）、および 2019 年 6

月 26 日付ＳＢＶ通達第 06／2019／ＴＴ－ＮＨＮＮ号（06 号通達）の一部が効力を失うが、本通達案が正式に施

行されるまでには規定の内容が変更される可能性があるので、ご留意いただきたい。 

現行の 05 号通達・06 号通達と本通達案との主な変更点は以下の通りである。 

1. 一般原則 

05 号通達は、外国投資家のベトナムにおけるすべての間接投資活動はベトナムドンで行われなければならず、ま

たこれに関連する取引は、1 行の認可銀行に開設された 1 口の間接投資資本口座を通じて決済されなければなら

ないと規定する。1本通達案は、現行 05 号通達の「間接投資資本口座」という名称を「間接投資口座」に変更し、

また、同口座を通して行う取引を、外国投資家のベトナムにおける外国間接投資活動に関連する「すべての収入

および支出取引」と変更し、それらの具体的な内容を規定した。2 

2. 外国間接投資の形態の削除 

「外国間接投資」とは、外国為替に関する国会常務委員会令第 28／2005／ＰＬ－ＵＢＴＶＱＨ11 号により、「非

居住者が経営に直接参加し続けることなく、ベトナム法令の規定に従って、いかなる形式によるものも含む、証

券その他の有価証券売買または出資・株式売買を行うこと」をいうと定義され、05 号通達は、その具体的な 7 つ

の形態を規定している3が、本通達案は、この規定全部を削除し、外国間接投資の具体的な形態を規定しないこと

とした。 
3. 複数の間接投資口座の開設条件 

05 号通達は、外国投資家がベトナムで間接投資活動を行う場合、許可された収入と支出の取引を行うために、1

行の認可銀行に開設された 1 口の間接投資資本口座を開設し、銀行を切り替えるには、新しい銀行の規則に従っ

て、既存の口座を閉鎖し、残高を新しい口座に移す必要があり、以前に開設した間接投資資本口座を閉鎖して決

 
1 05 号通達第 4 条 1 項 
2 本通達案第 3 条 2 項 
3 05 号通達第 5 条 
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済した後にのみ、新しく開設した間接投資資本口座で受取および支払取引を行うことができると規定されている。

4これに対し、本通達案は、以下の場合には、外国投資家は 1 行の認可銀行に複数の間接投資口座を開設できると

の例外規定を設けた。5 

▽外国の証券会社が、自己取引・仲介業務のそれぞれに口座を開設する場合 

▽異なるファンド管理会社によって管理されている外国の投資ファンドまたは組織が、ポートフォリオごとに複

数の口座を持つ場合 

▽外国政府またはベトナムが加盟している国際金融機関に属する投資組織が複数の投資を行う場合 

4. 外国直接投資企業の定義変更 

06 号通達は、「外国直接投資企業」を、経済組織を設立するために投資の形で設立され、外国投資家が社員また

は株主であり、投資登録証明書の発行手続きを行う必要がある企業、および、それ以外の外国投資家が定款資本

の 51％以上を保有する企業をいうと規定している6が、本通達案は、前記の「51％以上」を「50％超」に変更した

7。  

  

 
4 05 号通達第 6 条 
5 本通達案第 4 条 2 項 
6 06 号通達第 3 条 2 項 
7
 本通達案第 10 条 4 項 
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ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小林 亮 Ryo Kobayashi/野口 哲朗 Tetsuro Noguchi/Nguyen Thi Hong Phuc/ Dao Thi 

Lan Anh/Bui Viet Anh/Nguyen Duc Tai 

Tel: +84-28-6299-0666 

Email:  hochiminh@tmi.gr.jp  

 

[ ハノイオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小幡 葉子 Yoko Obata/Le Phuong Lan/Nguyen Thu Huyen/Le Duc Son/Nguyen Thi Anh 

Phuong 

Tel: +84-24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp   

 

 

 

 

 


